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○伯耆町広報紙「広報ほうき」広告掲載取扱要綱 

平成22年３月１日 

告示第17号 

改正 平成26年３月31日告示第17号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、伯耆町広報紙「広報ほうき」（以下「広報」という。）に掲載する

広告の取扱いについて、伯耆町広告事業実施要綱（平成20年告示第82号。以下「実施要

綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の掲載位置） 

第２条 広告を掲載する位置は、表紙を除く各頁の下１段とし、掲載頁は町長が定める。

ただし、号外発行又は臨時増頁等の場合は、その編集状況に応じ、町長が適宜定める。 

（広告の規格） 

第３条 広告の規格は、次のとおりとする。 

(１) 広告の色数は、２色とする。ただし、号外発行又は臨時増頁等の場合は、その編

集状況に応じ、広報主管課長が適宜定める。 

(２) 広告の大きさは、おおよそ縦５cm横18cm（以下「１号広告」という。）、おおよ

そ縦５cm横９cm（以下「２号広告」という。）、おおよそ縦５cm横６cm（以下「３号

広告」という。）の３種類とする。 

（広告希望者の申込） 

第４条 広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、広告掲載申込書（様

式第１号）に掲載しようとする版下原稿（完全）と申込者の事業概要、営業沿革等がわ

かるものを添えて、掲載を希望する号の発行日の30日前までに町長に提出するものとす

る。 

（広告掲載の決定） 

第５条 町長は、前条の申し込みを受理したときは、実施要綱の規定に基づき、広告掲載

の可否を決定し、申込者にその結果を伯耆町広報紙「広報ほうき」広告掲載決定（却

下）通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（広告掲載料） 

第６条 広告掲載料は、掲載１回につき次の金額に、発行日における消費税法（昭和63年

法律第108号）第29条に定める消費税の税率及び地方税法（昭和25年法律第226号）第72

条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額とする。なお、その額に
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１円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 

(１) １号広告 15,000円 

(２) ２号広告 8,000円 

(３) ３号広告 6,000円 

２ 広告掲載が決定した申込者（以下「広告主」という。）は、広告掲載料を一括前納す

るものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。 

（広告掲載の取り消し等） 

第７条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載決定の取り消し、又

は掲載しないことが出来る。 

(１) 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき。 

(２) 広報の編集発行上支障があるとき。 

(３) 町長が、広告の掲載が適切でないと判断したとき。 

（広告の版及び版代） 

第８条 広告の版の作成等については、広告主の責任とする。 

２ 広告の版代は、全て広告主の負担とする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成22年３月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日告示第17号） 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 


